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○ 居宅療養管理指導 基本報酬

○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

① ２（３）①基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進★

② ２（３）②医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供の充実★

③ ２（３）③外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価★

④ ２（３）④歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実★

⑤ ２（７）⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

⑥ ４（２）⑤薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価★

⑦ ５（１）⑥居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化★

⑧ ５（１）⑦居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し★

⑨ ５（１）⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

改定事項

１．（７） 居宅療養管理指導
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居宅療養管理指導 基本報酬
単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり

○医師が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞

(1)居宅療養管理指導(Ⅰ)
(Ⅱ以外の場合に算定)

単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

単一建物居住者が１人 514単位
単一建物居住者が２～９人 486単位
単一建物居住者が１０人以上 445単位

(2)居宅療養管理指導(Ⅱ)
（在宅時医学総合管理料等を算定する

利用者を対象とする場合に算定）

単一建物居住者が１人 295単位
単一建物居住者が２～９人 285単位
単一建物居住者が１０人以上 261単位

単一建物居住者が１人 298単位
単一建物居住者が２～９人 286単位
単一建物居住者が１０人以上 259単位

○歯科医師が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞

単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

単一建物居住者が１人 516単位
単一建物居住者が２～９人 486単位
単一建物居住者が１０人以上 440単位

○薬剤師が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞

(1)病院又は診療所の薬剤師 単一建物居住者が１人 560単位
単一建物居住者が２～９人 415単位
単一建物居住者が１０人以上 379単位

単一建物居住者が１人 565単位
単一建物居住者が２～９人 416単位
単一建物居住者が１０人以上 379単位

(2)薬局の薬剤師 単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 377単位
単一建物居住者が１０人以上 345単位

単一建物居住者が１人 517単位
単一建物居住者が２～９人 378単位
単一建物居住者が１０人以上 341単位

○管理栄養士が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞

(1)当該事業所の管理栄養士 単一建物居住者が１人 539単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

単一建物居住者が１人 544単位
単一建物居住者が２～９人 486単位
単一建物居住者が１０人以上 443単位

(2)当該事業所以外の管理栄養士 （新設） 単一建物居住者が１人 524単位
単一建物居住者が２～９人 466単位
単一建物居住者が１０人以上 423単位

○歯科衛生士が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞

単一建物居住者が１人 356単位
単一建物居住者が２～９人 324単位
単一建物居住者が１０人以上 296単位

単一建物居住者が１人 361単位
単一建物居住者が２～９人 325単位
単一建物居住者が１０人以上 294単位

※介護予防も同じ
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○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
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○ 居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえ、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、より適切なサービスを提供していく観点から、近年、「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目
を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動きがあることも踏まえ、また多職種間での情報
共有促進の観点から、見直しを行う。【省令改正、通知改正】

概要

○ 以下の内容を通知に記載する。
＜医師・歯科医師＞
・居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、利用者の多様なニーズについて地域

における多様な社会資源につながるよう留意し、必要に応じて指導、助言等を行う。
＜薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士＞
・居宅療養管理指導の提供に当たり、（上記の）医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、必要

な情報を医師又は歯科医師に提供する。

○ 以下の内容等を運営基準（省令）に規定する。
＜薬剤師＞
・療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあっ

た場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

基準・算定要件等

２．（３）① 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と
多職種連携の推進

【居宅療養管理指導★】
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○ 医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師から介護支援専門員に適時に必要な情報が
提供され、ケアマネジメントに活用されるようにする観点から、算定要件である介護支援専門員への情報提供に
当たっての様式について見直しを行う。【通知改正】
・ 医師：主治医意見書の様式を踏まえた新たな様式を設定。
・ 歯科医師：歯科疾患在宅療養管理料（医療）の様式を踏まえた新たな様式を設定。
※ 様式には、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう、

関連の記載欄を設定。 （※２（３）①参照）

概要

２．（３）② 医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供の充実

【居宅療養管理指導★】
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○ 管理栄養士による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も参考に、当該事業所以外の他の医療機関、介護
保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実
施する場合の区分を新たに設定する。【告示改正、通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
⇒ 二 管理栄養士が行う場合

なし (2) 居宅療養管理指導費（Ⅱ）
当該指定居宅療養管理指導事業所以外の
管理栄養士が行った場合

(一)単一建物居住者１人に対して行う場合
(二)単一建物居住者２人から９人以下

に対して行う場合
(三)(一)及び(二)以外の場合

単位数

○ 当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養
ケア・ステーション」と連携して、当該事業所以外の管理栄養士が居宅療養管理指導を実施した場合。
※ 介護保険施設は、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置し

ている施設に限る。

算定要件等

２．（３）③ 外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価

【居宅療養管理指導★】
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○ 歯科衛生士等による居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式について、その充実を図る観点から、診療報
酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考に新たな様式を設定する。【通知改正】

概要

２．（３）④ 歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実

【居宅療養管理指導★】
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

２．（７）⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ

らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対

してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算 10／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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○ 薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の
評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔
軟に設定する。【告示改正】

概要

【居宅療養管理指導（薬局の薬剤師が行う場合）】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 情報通信機器を用いた場合 45単位／回（新設）（月１回まで）

単位数

○対象利用者
・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
・居宅療養管理指導費が月１回算定されている利用者

○主な算定要件
・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと

算定要件等

４．（２）⑤ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価

【居宅療養管理指導★】
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○ 居宅療養管理指導について、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して行うサービスであることを踏ま
え、適切なサービスの提供を進める観点から、診療報酬の例を参考に、少なくとも独歩で家族・介助者等の助け
を借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、これらの者については算定できないこ
とを明確化する。【通知改正】

概要

○ 以下を明確化する。
・居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行った場合の評価であり、継続的な管理・指導の必要の

ない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助け
を借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない
こと。

算定要件等

５．（１）⑥ 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化

【居宅療養管理指導★】
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○ 居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を勘案し、より実態を踏ま
えた評価とする観点から、単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う。【告示改正】

概要

単位数

５．（１）⑦ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し

○医師が行う場合 ＜現行＞

(1)居宅療養管理指導(Ⅰ) (Ⅱ以外の場合に算
定)

単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

(2)居宅療養管理指導(Ⅱ) （在宅時医学総合管
理料等を算定する利用者を対象とする場合に
算定）

単一建物居住者が１人 295単位
単一建物居住者が２～９人 285単位
単一建物居住者が１０人以上 261単位

○歯科医師が行う場合 単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

○薬剤師が行う場合

(1)病院又は診療所の薬剤師 単一建物居住者が１人 560単位
単一建物居住者が２～９人 415単位
単一建物居住者が１０人以上 379単位

(2)薬局の薬剤師 単一建物居住者が１人 509単位
単一建物居住者が２～９人 377単位
単一建物居住者が１０人以上 345単位

○管理栄養士が行う場合 単一建物居住者が１人 539単位
単一建物居住者が２～９人 485単位
単一建物居住者が１０人以上 444単位

○歯科衛生士が行う場合 単一建物居住者が１人 356単位
単一建物居住者が２～９人 324単位
単一建物居住者が１０人以上 296単位

見直し

【居宅療養管理指導★】

148
-11-



153

○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して
サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること
とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以
上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を
付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合
が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業
所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利
用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている
かの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周
知期間の確保等のため、10月から施行）

概要

５．（１）⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保

【ア：訪問系サービス★（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス★（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介
護★を除く）、福祉用具貸与★ イ：居宅介護支援】
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都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所 都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所

が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業 が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援

所（指定居宅サービス基準第93条第１項に規定する指定通所 した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間（別に

介護事業所をいう。以下同じ。）等への移行等を支援した場 厚生労働大臣が定める期間をいう。）の末日が属する年度の

合は、移行支援加算として、評価対象期間（別に厚生労働大 次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算する。

臣が定める期間をいう。）の末日が属する年度の次の年度内

に限り、１日につき所定単位数を加算する。

ハ サービス提供体制強化加算 ハ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所 都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所

が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場 が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる 合は、１回につき所定単位数を加算する。

所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算 ６単位 （新設）(Ⅰ)

⑵ サービス提供体制強化加算 ３単位 （新設）(Ⅱ)

５ 居宅療養管理指導費 ５ 居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

(Ⅰ) (Ⅰ)⑴ 居宅療養管理指導費 ⑴ 居宅療養管理指導費

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 514単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

486単位 485単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 445単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位

(Ⅱ) (Ⅱ)⑵ 居宅療養管理指導費 ⑵ 居宅療養管理指導費

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 298単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 295単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

286単位 285単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 259単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定 注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第 居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第
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１項第１号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう １項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下

。以下この注及び注３から注５までにおいて同じ。）の医 同じ。）の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画

師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的 的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対

な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サー する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者

ビス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て の同意を得て行うものに限る。以下同じ。）並びに利用者

行うものに限る。以下同じ。）並びに利用者又はその家族 又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留

等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方 意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に

法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居 、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する

住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当 者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同

該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診 一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導（指定居

療、往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基 宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導を

準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同 いう。以下同じ。）を行っているものをいう。）の人数に

じ。）を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に 従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。

２回を限度として、所定単位数を算定する。

２～５ （略） ２～５ （略）

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 516単位 ⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

486単位 485単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位 ⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定 注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第 居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅

１項第１号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づ

。以下この注から注４までにおいて同じ。）の歯科医師が き、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に

、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯 必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅

科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サー サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての

ビス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその 指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用

家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介 者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養

護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建 管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は

物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち 指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数

、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月 に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する

-15-



- 13 -

に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているも 。

のをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度として、所

定単位数を算定する。

２～４ （略） ２～４ （略）

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 565単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 560単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

416単位 415単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 517単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

378単位 377単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定 注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第 居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の

１項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下 指示（薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示

この注及び注４から注６までにおいて同じ。）の薬剤師が に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に

、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医 基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、

師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬 介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要

学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学 な情報提供を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者

的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービ が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管

ス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建 理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導

物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回（

、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に 薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度として、所定単位

指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数 数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚

に従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を 生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬

限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤 学的な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１

師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当 月に８回を限度として、所定単位数を算定する。

該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、
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１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数

を算定する。

２ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医 （新設）

学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が

交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導（指定居宅療

養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場合は、

注１の規定にかかわらず、１月に１回に限り45単位を算定

する。

３ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤 ２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤
とう とう

の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に

関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき10 関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき10

0単位を所定単位数に加算する。ただし、注２を算定して 0単位を所定単位数に加算する。

いる場合は、算定しない。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養 ３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養

管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った 管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った

場合は、特別地域居宅療養管理指導として、１回につき所 場合は、特別地域居宅療養管理指導として、１回につき所

定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加 定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加

算する。ただし、注２を算定している場合は、算定しない 算する。

。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚 ４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理 生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理

指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合 指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合

は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数 は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数

を所定単位数に加算する。ただし、注２を算定している場 を所定単位数に加算する。

合は、算定しない。

６ 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働 ５ 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働

大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の 大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の

事業の実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規 事業の実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規

定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居 定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居

宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の 宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の
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100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。た 100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

だし、注２を算定している場合は、算定しない。

ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 居宅療養管理指導費 ⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 539単位(Ⅰ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 544単位 （新設）

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 （新設）

486単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 443単位 （新設）

⑵ 居宅療養管理指導費 ⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合(Ⅱ)

485単位

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 524単位 （新設）

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 （新設）

466単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 423単位 （新設）

（削る） ⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し 注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指 て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管

定居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条 理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っ

第１項第１号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をい ている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管

う。以下この注から注４までにおいて同じ。）の管理栄養 理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一

士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する 建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のう

指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管 ち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同

理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設（指定施設サ 一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）

ービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年 の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算

厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単 定する。

位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」

という。）の介護福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サ

ービスのト若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚

生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超え

て管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１

名以上配置しているものに限る。）又は栄養士会が運営す
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る栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄

養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基

づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び

指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用

者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養

管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管

理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に

２回を限度として、所定単位数を算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 361単位 ⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 356単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

325単位 324単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位 ⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し 注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管 て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管

理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第１項第１号 理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員（以下「

に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この 歯科衛生士等」という。）が、当該利用者に対して訪問歯

注から注４までにおいて同じ。）の歯科衛生士、保健師又 科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪

は看護職員（以下「歯科衛生士等」という。）が、当該利 問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者（当該利

用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づ 用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療

き、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一 養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療

建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のう 養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１

ち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、 月に４回を限度として、所定単位数を算定する。

同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。

）の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を

算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（削る） ヘ 看護職員が行う場合
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⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位

注１ ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居

住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の

看護職員が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当

該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」とい

う。）を除く。）であって通院が困難なものに対して、⑵

については在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であ

って通院が困難なものに対して、医師が看護職員による居

宅療養管理指導が必要であると判断し、当該指定居宅療養

管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上

の相談及び支援を行い、介護支援専門員に対する居宅サー

ビス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要介

護認定（法第28条第２項に規定する要介護認定の更新又は

法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を

含む。）に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定

居宅サービス（法第41条第１項に規定する指定居宅サービ

スをいう。）の提供を開始した日から起算して６月の間に

２回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定居宅

療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100分の90に

相当する単位数を算定する。

２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪

問診療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハ

ビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、算定

しない。

６ 通所介護費 ６ 通所介護費

イ 通常規模型通所介護費 イ 通常規模型通所介護費
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（削る） ７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーショ

ンの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメン

ト加算として、１月につき230単位を所定単位数に加算す

る。

７・８ （略） ８・９ （略）

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護 10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護

予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療 予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテ 法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対し ーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対し

て、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は て、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は

、１回につき50単位を所定単位数から減算する。 、１回につき20単位を所定単位数から減算する。

10 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション （新設）

の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて

指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、１回

につき５単位を所定単位数から減算する。

ロ （略） ロ （略）

ハ サービス提供体制強化加算 ハ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーショ 都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテー ン事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテー

ションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回 ションを行った場合は、１回につき所定単位数を加算する。

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算 ６単位 （新設）(Ⅰ)

⑵ サービス提供体制強化加算 ３単位 （新設）(Ⅱ)

４ 介護予防居宅療養管理指導費 ４ 介護予防居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合
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(Ⅰ) (Ⅰ)⑴ 介護予防居宅療養管理指導費 ⑴ 介護予防居宅療養管理指導費

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 514単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

486単位 485単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 445単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 444単位

(Ⅱ) (Ⅱ)⑵ 介護予防居宅療養管理指導費 ⑵ 介護予防居宅療養管理指導費

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 298単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 295単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

286単位 285単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 259単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 261単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定 注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス 介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス

基準第88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療養 基準第88条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指

管理指導事業所をいう。以下この注及び注３から注５まで 導事業所をいう。以下同じ。）の医師が、当該利用者の居

において同じ。）の医師が、当該利用者の居宅を訪問して 宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき

行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専 、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定

門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情 等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る

報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。 。以下同じ。）並びに利用者又はその家族等に対する介護

）並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービス 予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等につい

を利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び ての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該

助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住 利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護

する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養 予防居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療

管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指 、往診又は指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防

定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス基準 サービス基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理

第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。 指導をいう。以下同じ。）を行っているものをいう。）の

以下同じ。）を行っているものをいう。）の人数に従い、 人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定

１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 する。

２～５ （略） ２～５ （略）

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 516単位 ⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
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486単位 485単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 440単位 ⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定 注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス 介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用

基準第88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療養 者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管

管理指導事業所をいう。以下この注から注４までにおいて 理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス

同じ。）の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う 計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族

計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専 等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介

門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情 護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建

報提供並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サー 物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち

ビスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導 、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が

及び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が 、同一月に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指

居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅 導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回

療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療 を限度として、所定単位数を算定する。

又は指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをい

う。）の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位

数を算定する。

２～４ （略） ２～４ （略）

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 565単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 560単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

416単位 415単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 379単位

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 517単位 ㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 509単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

378単位 377単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位 ㈢ ㈠及び㈡以外の場合 345単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定 注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス 介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯
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基準第88条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指 科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医

導事業所をいう。以下この注及び注４から注６までにおい 師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導

て同じ。）の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の 計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導

薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当 を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該 の策定等に必要な情報提供を行った場合につき、単一建物

利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門 居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、

員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報 当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同

提供を行った場合につき、単一建物居住者（当該利用者が 一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものを

居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅 いう。）の人数に従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっ

療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居 ては、４回）を限度として、所定単位数を算定する。ただ

宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い し、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める

、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と 者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ 行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回を限度とし

っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用 て、所定単位数を算定する。

者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に

２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定

する。

２ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医 （新設）

学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が

交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導（指定介護予

防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った

場合は、注１の規定にかかわらず、１月に１回に限り45単

位を算定する。

３ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤 ２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤
とう とう

の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に

関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき10 関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき10

0単位を所定単位数に加算する。ただし、注２を算定して 0単位を所定単位数に加算する。

いる場合は、算定しない。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防 ３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防

居宅療養管理指導事業所（その一部として使用される事務 居宅療養管理指導事業所（その一部として使用される事務
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所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。） 所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）

又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護 又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護

予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防 予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防

居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の10 居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の10

0分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただ 0分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

し、注２を算定している場合は、算定しない。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚 ４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅 生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅

療養管理指導事業所（その一部として使用される事務所が 療養管理指導事業所（その一部として使用される事務所が

当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又は 当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又は

その一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防 その一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防

居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数 居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数

の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ただし、注２を算定している場合は、算定しない。

６ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に ５ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に

厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して

、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91 、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91

条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越 条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越

えて、指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１ えて、指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１

回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定 回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。ただし、注２を算定している場合は、 単位数に加算する。

算定しない。

ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費 ⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 539単位(Ⅰ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 544単位 （新設）

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

486単位 485単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 443単位 ⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費 （新設）(Ⅱ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 524単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
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466単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 423単位

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し 注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指 て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居

定介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービ 宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管

ス基準第88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療 理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し

養管理指導事業所をいう。以下この注から注４までにおい 、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合

て同じ。）の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいず に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住す

れの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業 る者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の

所において当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外 管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を

の医療機関、介護保険施設（指定施設サービス等に要する 行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限

費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号 度として、所定単位数を算定する。

）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指

定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）の介護

福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービスのト若しく

は介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定め

る基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置

いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置してい

るものに限る。）又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステ

ーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な

医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者

を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行

った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物

に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導

事業所の管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管

理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に

２回を限度として、所定単位数を算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 361単位 ⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 356単位
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⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

325単位 324単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 294単位 ⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し 注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居 て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居

宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス基準第88条 宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員

第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事 （以下「歯科衛生士等」という。）が、当該利用者に対し

業所をいう。以下この注から注４までにおいて同じ。）の て訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利

歯科衛生士、保健師又は看護職員（以下「歯科衛生士等」 用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者

という。）が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った （当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指

歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導 定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同

を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する 一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当該利

建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理 用者をいう。）の人数に従い、１月に４回を限度として、

指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅 所定単位数を算定する。

療養管理指導を行う場合の当該利用者をいう。）の人数に

従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（削る） ヘ 看護職員が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位

注１ ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居

住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導

事業所の看護職員が同一日に指定介護予防居宅療養管理指

導を行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一

建物居住者」という。）を除く。）であって通院が困難な

ものに対して、⑵については在宅の利用者（同一建物居住

者に限る。）であって通院が困難なものに対して、医師が

看護職員による介護予防居宅療養管理指導が必要であると

判断し、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の看護

職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び支援を行い
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、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定

等に必要な情報提供を行った場合に、要支援認定（法第33

条第２項に規定する要支援認定の更新又は法第33条の２第

１項に規定する要支援状態区分の変更の認定を含む。）に

伴い作成された介護予防サービス計画に基づく指定介護予

防サービス（法第53条第１項に規定する指定介護予防サー

ビスをいう。）の提供を開始した日から起算して６月の間

に２回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定介

護予防居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の10

0分の90に相当する単位数を算定する。

２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪

問診療を受けている場合又は利用者が介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活

介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居

者生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を

受けている間は、算定しない。

５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき）

イ 介護予防通所リハビリテーション費 イ 介護予防通所リハビリテーション費

⑴ 要支援１ 2,053単位 ⑴ 要支援１ 1,721単位

⑵ 要支援２ 3,999単位 ⑵ 要支援２ 3,634単位

注１・２ （略） 注１・２ （略）

（削る） ３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーショ

ンの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメン

ト加算として、１月につき330単位を所定単位数に加算す

る。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ 道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ
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別紙１ 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号）（抄）  

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

 

２～６ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、平成 30 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第

12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数

が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単位数の

合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定すること

とする。 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合

計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することと

する。 
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（例１）訪問介護（身体介護中心 20 分以上 30 分未満で 250 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

250×1.25＝312.5→313 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329 単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 396 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

396×６回＝2,376 単位 

2,376×0.15＝356.4→356 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

329 単位×８回＝2,632 単位 

2,632 単位×11.40 円／単位＝30,004.80 円→30,004 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並び

に定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密

（例１）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

394×1.25＝492.5→493 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

493×1.05＝517.65→518 単位 

＊394×1.25×1.05＝517.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

394×６回＝2,364 単位 

2,364×0.15＝354.6→355 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

518 単位×８回＝4,144 単位 

4,144 単位×11.40 円／単位＝47,241.60 円→47,241 円 

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算

等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数

は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応

型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知
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着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及

び複合型サービス費は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 396 単位、

訪問看護については 821 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は

算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 394 単位、

訪問看護については 816 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50
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分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪

問介護及び介護保険法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第１号訪

問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問

介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を

見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助についても、適

宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算定するこ

と。 

⑹・⑺ （略） 

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 394 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

（新設） 
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第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑼ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑼において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス基準」と

いう。）第 217 条第１項において電磁的記録により行うことができる

とされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によるこ

と。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

（新設） 
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ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から

第６項までの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

ニ その他、指定居宅サービス基準第 217 条第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまで

に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 
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指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定

介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護

又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。な

お、指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては、リハビリ

テーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別

機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及

び２－２－２の本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテ

ーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供

することで差し支えない。 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので、３⑼⑥及び⑦を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)にあって

は勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

にあっては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能である

こと。 

⒀ （略） 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問看護と同様であるので、４(25)②及び③を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上い

れば算定可能であること。 

 

 

⒀ （略） 

６ 居宅療養管理指導費 

⑴ 通院が困難な利用者について 

居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対し

て、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等

の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならな

い。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院がで

きるものなどは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導

費は算定できない（やむを得ない事情がある場合を除く。）。 

６ 居宅療養管理指導費 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ （略） ⑴ （略） 
⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的

かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員

（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅

要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケアプ

ラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生

⑵ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的

かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員

（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅

要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケアプ

ラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生
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活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用

者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６において「ケ

アマネジャー」という。）に対するケアプランの作成等に必要な情報提

供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する

上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定

する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこと

となるため留意すること。 

利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応

じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に

介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。 

 

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域

社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報

については、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理

料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定し

た場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への

参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に

情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、

別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）

により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものと

する。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合

については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記載

すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは

差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できる

ようにすること。 

活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用

者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６において「ケ

アマネジャー」という。）に対するケアプランの作成等に必要な情報提

供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する

上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定

する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこと

となるため留意すること。 

また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必

要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業

者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うことと

する。 

 

 

 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理

料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定し

た場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への

参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に

情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、

原則として、文書等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネジ

ャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。 

 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合

については、その情報提供の要点を記載すること。当該記載について

は、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠

で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 
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また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会

において必要な支援等 

 

 

 

イ （略） 

③～⑤ （略） 

また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等

の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診

療情報提供料に定める様式を活用して行うこともできることとす

る。 

イ （略） 

③～⑤ （略） 

⑷ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の

指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関

の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利

用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保

管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の

内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出

するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記

録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成するとと

もに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケア

プランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへ

の情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意するこ

と。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない

場合の取扱いについては、⑶③を準用する。 

併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、そ

の改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事

業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師

にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に

対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また、

必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけ

る様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医

師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提供した文書等の写

しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。 

⑶ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の

指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関

の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利

用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保

管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の

内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出

するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記

録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成するとと

もに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケア

プランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへ

の情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意するこ

と。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない

場合の取扱いについては、⑵③を準用する。 

併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、そ

の改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事

業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師

にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に

対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また、

提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存する

こととする。 
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なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②～⑧ （略） 

⑨ ⑧にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局（以下「在

宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「在宅協力薬局」

という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急そ

の他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わっ

て当該利用者又はその家族等に居宅療養管理指導を行うことについて、

あらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅

基幹薬局に代わって在宅協力薬局が居宅療養管理指導を行った場合は

居宅療養管理指導費を算定できること。なお、居宅療養管理指導費の算

定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養

管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行うこと

とする。 

ア 在宅協力薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該

記録の内容を共有すること。 

イ （略） 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行った在宅

協力薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明細書

の摘要欄に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。 

⑪～⑮ （略） 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002 に掲げる在宅時医学総合管理

料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であ

って、居宅療養管理指導費が月１回算定されているものに対して、情

報通信機器を用いた服薬指導（居宅療養管理指導と同日に行う場合を

除く。）を行った場合に、ハ注１の規定にかかわらず、月１回に限り

算定する。この場合において、ハの注３、注４、注５及び注６に規定

する加算は算定できない。 

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）及び関連通知に沿って実施

すること。 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②～⑧ （略） 

⑨ ⑧にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局（以下「在

宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「サポート薬局」

という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急そ

の他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わっ

て当該利用者又はその家族等に居宅療養管理指導を行うことについて、

あらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅

基幹薬局に代わってサポート薬局が居宅療養管理指導を行った場合は

居宅療養管理指導費を算定できること。なお、居宅療養管理指導費の算

定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養

管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行うこと

とする。 

ア サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該

記録の内容を共有すること。 

イ （略） 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行ったサポ

ート薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明細書

の摘要欄にサポート薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。 

⑪～⑮ （略） 

（新設） 
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いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づ

き情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の

者であること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場合に

限り、やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当

該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行

っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指導

を実施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬指

導計画に記載していること。 

ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことに

ついて、あらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ 当該居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報通信機器

を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。 

キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳に

より薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、

利用者が服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元

的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載するこ

と。 

ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。 

ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医

薬品等を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係

ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収

できる。 

⑸ 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① （略） 

⑷ 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① （略） 

② 居宅療養管理指導(Ⅰ)については、指定居宅療養管理指導事業所（指定

居宅サービス基準第 85 条第１項第１号に規定する指定居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この⑸において同じ。）の管理栄養士が、計画的

な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、居宅療養管理指導を実

施した場合に、算定できる。なお、管理栄養士は常勤である必要はなく、

要件に適合した指導が行われていれば算定できる。 

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われて

いれば算定できる。 

③ 居宅療養管理指導(Ⅱ)については、指定居宅療養管理指導事業所の計画

的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該指定居宅療養管

（新設） 
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理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加

算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているも

の又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公

益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が運営する栄養ケ

ア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、居宅療養管理

指導を実施した場合に、当該居宅療養管理指導事業所が算定できる。 

なお、他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を

確保し、居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的な医学的管理を行

っている医師が所属する指定居宅療養管理指導事業所が認めた場合は、

管理栄養士が所属する指定居宅療養管理指導事業所が算定することが

できるものとする。 
④ （略） ③ （略） 

⑤ 居宅療養管理指導(Ⅱ)を算定する場合、管理栄養士は、当該居宅療養管

理指導に係る指示を行う医師と十分に連携を図り、判断が必要な場合な

どに速やかに連絡が取れる体制を構築すること。なお、所属が同一か否

かに関わらず、医師から管理栄養士への指示は、居宅療養管理指導の一

環として行われるものであることに留意が必要であること。 

（新設） 

⑥・⑦ （略） ④・⑤ （略） 

⑧ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会にお

ける様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った

医師に提供するよう努めることとする。 

（新設） 

⑹ 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式３等により作成し、交

付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、

指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の

開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、

歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯

科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行

った歯科医師に報告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキま

でに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア・イ （略） 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職

⑸ 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画

を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった

利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、

指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指

示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始

及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報

告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキま

でに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア・イ （略） 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職
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種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清

掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下

機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導

等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等

を別紙様式３等により記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な

実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を

作成すること。また、作成した管理指導計画については、居宅療養管

理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ

と。 

エ～キ （略） 

⑦・⑧ （略） 

⑨ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会にお

ける様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った

歯科医師に提供するよう努めることとする。 

種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清

掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下

機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導

等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等

を記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問

頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、

作成した管理指導計画については、居宅療養管理指導の対象となる利

用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

 

エ～キ （略） 
⑦・⑧ （略） 

（新設） 

（削る） ⑹ 看護職員が行う居宅療養管理指導について 

① 看護職員による居宅療養管理指導については、要介護認定等の際に主

治医から提出される「主治医意見書」中「４生活機能とサービスに関す

る意見⑸医学的管理の必要性」の「看護職員の訪問による相談・支援」

の項にチェックのある者又は看護職員の訪問による相談支援の必要が

ある旨の記載がある者のうち、サービス担当者会議において必要性が認

められ、本人又はその家族等の同意が得られた者に対して、看護職員が

訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せてケアマネジャ

ーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行った場合につい

て算定する。 

② 新規認定、更新認定又は要介護認定区分の変更の際に作成された居宅

サービス計画に基づくサービスの開始から６月以内に行われた場合に

算定するものとする。 

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成し、保存

するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、

訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に関する要点を明記し、医師、

介護支援専門員等に対して情報提供を行うこととする。 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

訪問介護と同様であるので、２⒃②～④を参照されたい。 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注４、ニ注３、ホ注３について 

訪問介護と同様であるので、２⒄②～④を参照されたい。 
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⑼ イ注５、ロ注４、ハ注６、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注５、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

７ 通所介護費 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 事業所規模による区分の取扱い 

① 事業所規模による区分については、施設基準第５号イ⑴に基づき、前

年度の１月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を

区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たって

は、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事

業者が第一号通所事業（指定居宅サービス等基準第 93 条第１項第３号

に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け一

体的に事業を実施している場合は、当該第一号通所事業における前年度

の１月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところであ

る。したがって、仮に指定通所介護事業者が第一号通所事業の指定を併

せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態とし

て両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数

には当該第一号通所事業の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上４時間未満、４時

間以上５時間未満の報酬を算定している利用者（２時間以上３時間未満

の報酬を算定している利用者を含む。）については、利用者数に２分の

７ 通所介護費 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 事業所規模による区分の取扱い 

① 事業所規模による区分については、施設基準第５号イ⑴に基づき、前

年度の１月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を

区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たって

は、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事

業者が指定介護予防通所介護事業者（介護保険法施行規則等の一部を改

正する省令（平成 27 年厚生労働省令第４号）附則第４条第３号の規定

によりなおその効力を有するものとされた同令第５条の規定による改

正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成 18 年厚生労働省令第 35 号。以下「旧指定介護予防サー

ビス等基準」という。）第 97 条第１項に規定する指定介護予防通所介護

事業者をいう。以下同じ。）若しくは第一号通所事業（指定居宅サービ

ス等基準第 93 条第１項第３号に規定する第一号通所事業をいう。以下

同じ。）の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受け一体的に事

業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所（旧指定介

護予防サービス等基準第 97 条第１項に規定する指定介護予防通所介護

事業所をいう。）及び当該第一号通所事業における前年度の１月当たり

の平均利用延人員数を含む（指定介護予防通所介護事業所における平均

利用延人員数については、平成 30 年度分の事業所規模を決定する際の

平成 29 年度の実績に限る。）こととされているところである。したがっ

て、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者若しくは第

一号通所事業の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受けてい

る場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分

離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定

介護予防通所介護事業所又は当該第一号通所事業の平均利用延人員数

は含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上４時間未満、４時

間以上５時間未満の報酬を算定している利用者（２時間以上３時間未満

の報酬を算定している利用者を含む。）については、利用者数に２分の
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別紙４ 

 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄） 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指導

に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについて

は、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施

設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれば

足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であること

から、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定するこ

ととし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、平成 27 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指

導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについ

ては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定

施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれ

ば足りるものとする。 

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ

ンについては、月額定額報酬であることから、月途中からのサービス開始、

月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上

に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 
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⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第 12 条

に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に

満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

 

 

 

 

 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整

数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、

介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費並び

に介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護

費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問

リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテ

ーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多

機能型居宅介護費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑶～⑹ （略） ⑶・⑷ （略） 

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー

ションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条の２の定義上、要支

援者の居宅において行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条

の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものとされており、要支
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われるものは算定できない。 援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 

⑹ （略） ⑹ （略） 

（削る） ⑺ 栄養管理について 

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に

応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介護予防短期入所生

活介護及び介護予防短期入所療養介護においては、常勤の管理栄養士又は

栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を

行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

（新設） 
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る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑻ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑻において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第

293 条第１項において電磁的記録により行うことができるとされてい

るものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定介護予防サービス基準第 49 条の２

第２項から第６項までまでの規定に準じた方法によること。 

（新設） 
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ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府法務省経済産業省）」を参考にすること。 

ニ その他、指定介護予防サービス基準第 293 条第２項において電磁的

方法によることができるとされているものに類するものは、イからハ

までに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的

方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 90 を乗じて得た単位数を算定できる。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定できる。 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に
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ある。 

⒀ （略） ⒀ （略） 

５ 介護予防居宅療養管理指導費 

⑴ 通院が困難な利用者について 

介護予防居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なも

のに対して、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的

な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定して

はならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに

通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、介護予防

居宅療養管理指導費は算定できない（やむを得ない事情がある場合を除

く。）。 

５ 介護予防居宅療養管理指導費 

（新設） 

⑵ （略） ⑴ （略） 

⑶ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導について

は、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護

支援専門員等（介護予防支援事業者により介護予防支援を受けている要

支援被保険者については介護予防サービス計画を作成している保健師そ

の他の介護予防支援に関する知識を有する職員を、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対

応型共同生活介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員を

いう。以下この項において「介護支援専門員等」という。）に対する介護

予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその

家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等

についての指導及び助言を行った場合に算定する。介護支援専門員等へ

の情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。 

また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合にあって

は、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護予防サ

ービス事業者等に介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言

を行うこととする。 

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域

社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報

については、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理

⑵ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導について

は、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護

支援専門員等（介護予防支援事業者により介護予防支援を受けている要

支援被保険者については介護予防サービス計画を作成している保健師そ

の他の介護予防支援に関する知識を有する職員を、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対

応型共同生活介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員を

いう。以下この項において「介護支援専門員等」という。）に対する介護

予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその

家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等

についての指導及び助言を行った場合に算定する。介護支援専門員等へ

の情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。 

また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合にあって

は、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護予防サ

ービス事業者等に介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言

を行うこととする。 

 

 

 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理
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料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定し

た場合には、当該医師に限り介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 

料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定し

た場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への

参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に

情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、

別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）

により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものと

する。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合

については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記載

すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは

差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できる

ようにすること。 

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会に

おいて必要な支援等 

（削る） 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への

参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に

情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、

原則として、文書等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネジ

ャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。 

 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合

については、その情報提供の要点を記載すること。当該記載について

は、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠

で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 

 

また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等

の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診

療情報提供料に定める様式を活用して行うこともできることとす

る。 

イ （略） イ （略） 

③～⑤ （略） ③～⑤ （略） 

⑷ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は歯

科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、

医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基

づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及

⑶ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は歯

科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、

医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基

づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及
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び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居

宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的

に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、

薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）

を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うこ

ととする。介護支援専門員等への情報提供がない場合には、算定できな

いこととなるため留意すること。ただし、介護支援専門員等による介護

予防サービス計画の作成が行われていない場合の取扱いについては、⑶

③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があ

る場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合

には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。

薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医

師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこ

ととする。また、必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向け

た地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報

を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提

供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存するこ

ととする。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居

宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的

に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、

薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）

を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うこ

ととする。介護支援専門員等への情報提供がない場合には、算定できな

いこととなるため留意すること。ただし、介護支援専門員等による介護

予防サービス計画の作成が行われていない場合の取扱いについては、⑵

③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があ

る場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合

には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。

薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医

師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこ

ととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する

等により保存することとする。 

 

 

 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②～⑧ （略） ②～⑧ （略） 

⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保険薬局

（以下「在宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「在宅

協力薬局」という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及

び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に

代わって当該利用者又はその家族等に介護予防居宅療養管理指導を行う

ことについてあらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場

合には、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定できること。な

お、介護予防居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介護予防

居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を

行うこととする。 

ア 在宅協力薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該

⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保険薬局

（以下「在宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「サポ

ート薬局」という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及

び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に

代わって当該利用者又はその家族等に介護予防居宅療養管理指導を行う

ことについてあらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場

合には、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定できること。な

お、介護予防居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介護予防

居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を

行うこととする。 

ア サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該
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記録の内容を共有すること。 

イ （略） 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理指導を行

った在宅協力薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請

求明細書の摘要欄に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載

すること。 

記録の内容を共有すること。 

イ （略） 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理指導を行

ったサポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請

求明細書の摘要欄にサポート薬局が当該業務を行った日付等を記載

すること。 

⑪～⑮ （略） ⑪～⑮ （略） 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002 に掲げる在宅時医学総合管理

料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であ

って、介護予防居宅療養管理指導費が月１回算定されているものに対

して、情報通信機器を用いた服薬指導（介護予防居宅療養管理指導と

同日に行う場合を除く。）を行った場合に、月１回に限り算定する。

この場合において、介護予防居宅療養管理指導費の加算は算定できな

い。 

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）及び関連通知に沿って実施

すること。 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用

いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づ

き情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の

者であること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場合に

限り、やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当

該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行

っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指導

を実施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬指

導計画に記載していること。 

ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことに

ついてあらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ 当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報

通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で

（新設） 
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行うこと。 

キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳に

より薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、

利用者が服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元

的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載するこ

と。 

ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。 

ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医

薬品等を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係

ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収

できる。 

⑸ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① （略） 

⑷ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① （略） 

② 介護予防居宅療養管理指導(Ⅰ)については、指定介護予防居宅療養管理

指導事業所（指定介護予防サービス基準第 88 条第１項第１号に規定する

指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この⑸において同

じ。）の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基

づき、介護予防居宅療養管理指導を実施した場合に、算定できる。なお、

管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われてい

れば算定できる。 

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われて

いれば算定できる。 

③ 介護予防居宅療養管理指導(Ⅱ)については、指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当

該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設

（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管

理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置してい

るものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士

会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養

士が、介護予防居宅療養管理指導を実施した場合に、当該介護予防居宅

療養管理指導事業所が算定できる。 

なお、他の指定介護予防居宅療養管理指導事業所との連携により管理

栄養士を確保し、介護予防居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的

な医学的管理を行っている医師が所属する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所が認めた場合は、管理栄養士が所属する指定介護予防居宅療養

管理指導事業所が算定することができるものとする。 

（新設） 
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④ （略） ③ （略） 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導(Ⅱ)を算定する場合、管理栄養士は、当該介

護予防居宅療養管理指導に係る指示を行う医師と十分に連携を図り、判

断が必要な場合などに速やかに連絡が取れる体制を構築すること。なお、

所属が同一か否かに関わらず、医師から管理栄養士への指示は、介護予

防居宅療養管理指導の一環として行われるものであることに留意が必要

であること。 

（新設） 

⑥ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のアか

らケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア～ク （略） 

ケ 指定介護予防サービス基準第 93 条において準用する第 49 条の 13

に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計

画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該

記録とは別に管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導費の算定のた

めに利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

④ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のアか

らケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア～ク （略） 

ケ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第 93 条にお

いて準用する第 49条の 13に規定するサービスの提供の記録において

利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期

的に記録する場合は、当該記録とは別に管理栄養士の介護予防居宅療

養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要

はないものとすること。 

⑦ （略） ⑤ （略） 

⑧ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会にお

ける様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った

医師に提供するよう努めることとする。 

（新設） 
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⑹ 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式３等により作成し、交

付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、

指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の

開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、

歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯

科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行

った歯科医師に報告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のア

からキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア・イ （略） 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職

種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清

掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下

機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導

等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等

を別紙様式３等により記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な

実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を

作成すること。また、作成した管理指導計画については、介護予防居

宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意

を得ること。 

エ～キ （略） 

⑦・⑧ （略） 

⑸ 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画

を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった

利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、

指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指

示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始

及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報

告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のア

からキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア・イ （略） 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職

種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清

掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機

能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、

解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載

し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等

の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成し

た管理指導計画については、介護予防居宅療養管理指導の対象となる

利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

 

エ～キ （略） 

⑦・⑧ （略） 

⑨ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会にお

ける様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った

歯科医師に提供するよう努めることとする。 

（新設） 

（削る） ⑹ 看護職員が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要介護認定等

の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「４生活機能とサービ

スに関する意見⑸医学的管理の必要性」の「看護職員の訪問による相談・

支援」の項にチェックのある利用者又は看護職員の訪問による相談支援

の必要がある旨の記載がある者のうち、サービス担当者会議において必

要性が認められ、本人又はその家族等の同意が得られた者に対して、看
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護職員が訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せて介護

支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供

を行った場合について算定する。 

② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成された介護

予防サービス計画に基づくサービスの開始から６月以内に行われた場合

に算定するものとする。 

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成し、保存

するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、

訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に関する要点を明記し、医師、

介護支援専門員等に対して情報提供を行うこととする。 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注６、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注４、ニ注３、ホ注３について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注５、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師は、指定介護予防

通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ

ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事

項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハ

ビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の

指示を行う。 

② ①における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記

録する。 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、

必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリ

テーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始か

らおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対し

て３月以上の指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要と

判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定介護予防通所リハ

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

（新設） 
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４　訪問リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合

特別地域訪問リハ
ビリテーション加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加
算

リハビリテーションマ
ネジメント加算（A）

リハビリテーションマ
ネジメント加算（B）

事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合

(１日につき　１７単位を加算)

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋６単位）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　＋３単位）

　：　「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　令和３年９月３０日までの間は、訪問リハビリテーション費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

５　居宅療養管理指導費

注 注 注

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合  

（５１４単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（４８６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（４４５単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（２９８単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（２８６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（２５９単位）

 

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（５６５単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（４１６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（３７９単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（５１７単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（３７８単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（３４１単位）

（四）　情報通信機器を用いて行う場合
　　　　（月１回を限度）

（４５単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（５４４単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（４８６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（４４３単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（５２４単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（４６６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（４２３単位）

※　令和３年９月３０日までの間は、居宅療養管理指導費のイからホまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
※　ハ（２）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

＋5／１００
（２）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所以外の管理
　　　　栄養士が行った場合

ホ　歯科衛生士等が行う場合
　　（月４回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（３６１単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（３２５単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（２９４単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　＋100単位

（２）　薬局の薬剤師の場合
　　　　（月４回を限度）

ニ　管理栄養士が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所の管理
　　　　栄養士が行った場合

＋15／１００ ＋10／１００

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（４８６単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（４４０単位）

ハ　薬剤師が行う場合

（１）　病院又は診療所の
　　　　薬剤師が行う場合
　　　　（月２回を限度）

イ　医師が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
　　　　（（２）以外）

＋15／１００ ＋10／１００ ＋5／１００

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
　　　　（在宅時医学総合管理料
　　　　又は特定施設入居時等
　　　　医学総合管理料を算定
　　　　する場合）

ロ　歯科医師が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（５１６単位）

ハ　サービス提供体制強化加
算

基本部分

特別地域居宅療
養管理指導加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者２０人以上
にサービスを行う場

合
×９０／１００

事業所と同一建物
の利用者５０人以

上にサービスを行う
場合

×８５／１００

＋１５/１００ ＋１０/１００ ＋５／１００
１日につき

＋２００単位

ロ　移行支援加算

リハビリテーションマ
ネジメント加算（A）

イ
１月につき

＋１８０単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（A）

ロ
１月につき

＋２１３単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（B）

イ
１月につき

＋４５０単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（B）ロ

１月につき
＋４８３単位

１回につき
－５０単位

　介護老人保健施設の場合

　介護医療院の場合

基本部分

注

イ　訪問リハビリテーション費

　病院又は診療所の場合

１回につき　３０７単位

介護　4
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４　介護予防居宅療養管理指導費

注 注 注

特別地域介護予防
居宅療養管理指導
加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

　

※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防居宅療養管理指導費のイからホまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
※　ハ（２）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

ホ　歯科衛生士等
　　が行う場合
 　　（月４回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（３６１単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（３２５単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（２９４単位）

＋１０/１００ ＋５/１００

（５４４単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
       に対して行う場合

（４８６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（４４３単位）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　 場合

（５２４単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
       に対して行う場合

（四）　情報通信機器を用いて行う場合
　　　　（月１回を限度）

（４５単位）

ニ　管理栄養士
　　が行う場合
　　 （月２回を限度）

（１）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所の管理
　　　　栄養士が行った場合

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　 場合

＋１５/１００（２）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所以外の管理
　　　　栄養士が行った場合

（４６６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（４２３単位）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　　場合

（５１７単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

（３７８単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（３４１単位）

ハ　薬剤師が行う場合

（１）　病院又は診療所の
　　　　薬剤師が行う場合
　　　　（月２回を限度）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　　場合

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

（５６５単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

（４１６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（３７９単位）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　　　　（月４回を限度）

（２５９単位）

ロ　歯科医師が行う場合
　　 （月２回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（５１６単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（４８６単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（４４０単位）

＋１０/１００ ＋５/１００

（５１４単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

（４８６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（４４５単位）

（一）　単一建物居住者が１人に対して行う
　　　　場合

（２９８単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

基本部分 注

イ　医師が行う場合
　　 （月２回を限度）

（１）　介護予防居宅療養
　　　　管理指導費（Ⅰ）
　　　　（（２）以外）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　　場合

＋１５/１００

（２）　介護予防居宅療養
　　　　管理指導費（Ⅱ）
　　　　（在宅時医学総合
　　　　管理料又は特定施
　　　　設入居時等医学総
　　　　合管理料を算定す
　　　　る場合）

（２８６単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

予防　3
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

31 居宅療養管理指導

１　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　なし　２　あり

34 介護予防居宅療養管理指導

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

-58-


